
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  財産債務調書と国外財産調書                

Ｑ：財産が多いと調書を提出しなければな

らないそうですが、どのようになっているの

ですか？                                         

                                              

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

 【財産債務調書】 

  所得税の確定申告書を提出する必要がある

人で次のいずれにも該当する人は、財産債

務調書を提出しなければなりません。 

  ①その年の総所得金額及び山林所得の合計

額が２千万円超であること 

  ②その年の12月31日において、３億円以上

の財産又は１億円以上の国外転出時課税制

度の対象となる財産を有していること 

 【国外財産調書】 

  その年12月31日において、５千万円を超え

る国外財産を有する非居住者以外の居住者

は国外財産調書を提出しなければなりませ

ん。確定申告をする必要がある人、必要が

ない人どちらも提出が必要です。 

 【財産債務調書と国外財産調書の関係】 

  国外財産調書の提出が必要な人で財産債務

調書を提出しなければならない人は、財産

債務調書も提出しなければなりません。 

  ただし、この場合、財産債務調書には国外

財産に係る事項の記載は不要で、財産債務

調書には国外財産調書に記載した国外財産

の価額の合計額を記載することになります。 

  なお、国外の債務については、財産債務調

書に記載しなければなりません。 
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